
取引参加者料金等に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（取引参加者料金）

第２条 （略）

（取引参加者料金）

第２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 取引手数料の額は、各取引参加者の本所の市

場における次の各号に掲げる取引について、当

該各号に定める取引数量等(以下「取引手数料の

算出の基準」という。)に取引手数料率を乗じて

算出した額の総額とし、次の各号に掲げる取引

に係る取引手数料率は、当該取引の対象ごとに、

別表１に定めるとおりとする。

３ 取引手数料の額は、各取引参加者の本所の市

場における次の各号に掲げる取引について、当

該各号に定める取引数量等(以下「取引手数料の

算出の基準」という。)に取引手数料率を乗じて

算出した額の総額とし、第１号から第６号まで

に掲げる取引に係る取引手数料率は、当該取引

の対象ごとに、別表１に定めるとおりとする。

（１）・（２） （略）

（３） 有価証券オプション取引

想定元本額

（４）～（６） （略）

（１）・（２） （略）

（３） 有価証券オプション取引

取引数量

（４）～（６） （略）

４ （略） ４ （略）

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加者（業

務規程第４２条第２項に規定する清算執行取引

参加者をいう。）が納入するものとし、その額

は、同項の規定により成立したギブアップに係

る売付け又は買付けの数量に、次の各号に掲げ

る取引の区分に応じて、当該各号に定める金額

を乗じた額とする。

５ ギブアップ負担金は、清算執行取引参加者（業

務規程第４２条第２項に規定する清算執行取引

参加者をいう。）が納入するものとし、その額

は、同項の規定により成立したギブアップに係

る売付け又は買付けの数量に、次の各号に掲げ

る取引の区分に応じて、当該各号に定める金額

を乗じた額とする。

（１）・（２） （略）

（３） 有価証券オプション取引 １円

（４）・（５） （略）

（１）・（２） （略）

（３） 有価証券オプション取引 ５円

（４）・（５） （略）

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デリバ

ティブ取引が成立した場合において、業務規程

第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務

規程及び受託契約準則の特例第１０条第１項に

おいて準用する場合を含む。）又は取引所外国

為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約

準則の特例（以下「取引所ＦＸ取引特例」とい

う。）第１５条第１項の規定に基づき、市場デ

リバティブ取引の取消しが行われたときに、当

６ 取消料は、過誤のある注文により市場デリバ

ティブ取引が成立した場合において、業務規程

第２５条第１項（Ｊ－ＮＥＴ市場に関する業務

規程及び受託契約準則の特例第１０条第１項に

おいて準用する場合を含む。）又は取引所外国

為替証拠金取引に関する業務規程及び受託契約

準則の特例（以下「取引所ＦＸ取引特例」とい

う。）第１５条第１項の規定に基づき、市場デ

リバティブ取引の取消しが行われたときに、当



該過誤のある注文を発注した取引参加者が納入

するものとし、その額は、取り消された取引（過

誤のある注文により成立した取引に限る。）に

係る取引手数料の算出の基準に、次の各号に掲

げる取引の区分に応じて、当該各号に定める率

又は金額を乗じて算出した額とする。ただし、

当該額が１０万円を下回る場合は、１０万円と

する。

該過誤のある注文を発注した取引参加者が納入

するものとし、その額は、取り消された取引（過

誤のある注文により成立した取引に限る。）に

係る取引手数料の算出の基準に、次の各号に掲

げる取引の区分に応じて、当該各号に定める率

又は金額を乗じて算出した額とする。ただし、

当該額が１０万円を下回る場合は、１０万円と

する。

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略）

（３） 有価証券オプション取引

万分の０．２

（３） 有価証券オプション取引

次のａからｃまでに掲げる場合の区分に従

い、当該ａからｃまでに定める金額とする。

ａ オプション対象証券の売買単位に係る数

量が１０未満である場合 １円

ｂ オプション対象証券の売買単位に係る数

量が１０以上１００未満である場合 ５円

ｃ オプション対象証券の売買単位に係る数

量が１００以上である場合 １０円

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略）

７～９ （略） ７～９ （略）

付  則

この改正規定は、平成３０年１０月１日から

施行し、改正後の別表３は平成３１年４月１日から

施行する。

別表１ 別表１

取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等 取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等

取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等

は、次のとおりとする。

取引手数料の算出の基準及び取引手数料率等

は、次のとおりとする。



取

引

の

区

分

取

引

対

象

の

区

分

算

出

の

基

準

取引手数料率等

（略）

有

価

証

券

オ

プ

シ

ョ

ン

取

引

有

価

証

券

オ

プ

シ

ョ

ン

想

定

元

本

額

売付け又は買付けごとに

想定元本額に、万分の０．２を乗

じて得た額

（略）

取

引

の

区

分

取

引

対

象

の

区

分

算

出

の

基

準

取引手数料率等

（略）

有

価

証

券

オ

プ

シ

ョ

ン

取

引

有

価

証

券

オ

プ

シ

ョ

ン

取

引

数

量

オプション対象証券の売買単位

に係る数量が１０未満である場

合

売付け又は買付けごとに

１取引単位につき

１円

オプション対象証券の売買単位

に係る数量が１０以上１００未

満である場合

売付け又は買付けごとに

１取引単位につき

５円

オプション対象証券の売買単位

に係る数量が１００以上である

場合

売付け又は買付けごとに

１取引単位につき

１０円

（略）

（注１）～（注６） （略） （注１）～（注６） （略）

（注７） 有価証券オプション取引における

想定元本額は、当該取引成立日（フレック

ス限月取引にあっては、その取引日）の指

定市場におけるオプション対象証券の基準

値段（指定取引所が呼値の制限値幅の基準

値段又はこれに相当するものとして定める

（新設）



値段をいう。）に有価証券オプション１単

位のオプション対象証券の数量を乗じた額

をいう。

別表２ （略） 別表２ （略）

別表３ 別表３

デリバティブ売買システム接続料の額 デリバティブ売買システム接続料の額

１ 第２条第４項に規定するデリバティブ売買シ

ステム接続料（月額）の額は、次の各号に定め

る額の合計額とし、用語の意義については、接

続仕様解説書に定めるところによるものとす

る。

１ 第２条第４項に規定するデリバティブ売買シ

ステム接続料（月額）の額は、次の各号に定め

る額の合計額とし、用語の意義については、接

続仕様解説書に定めるところによるものとす

る。

（１） サブ参加者コード利用料

  次のａ及びｂに掲げるサブ参加者コードの種

類に応じて、当該ａ及びｂに定める額の合計額

とする。

   a サブ参加者コード（Ｓｅｌｆ Ｔｒａｄｅ

Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ設定無し）

   ３個まで０円、３個を超える部分につき１

個当たり５千円として算出した額

b サブ参加者コード（Ｓｅｌｆ Ｔｒａｄｅ

Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ設定有り）

   １個当たり５万円として算出した額

（１） サブ参加者コード利用料

  ３個まで０円、３個を超える部分につき１個

当たり５千円として算出した額とする。

（２） （略） （２） （略）

２～５ （略） ２～５ （略）


